
消費者安全法（改正後）抜粋 

（都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施） 

第八条 

１ 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する

必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。 

イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた

広域的な見地を必要とするものに応じること。 

ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の

区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。 

ハ 消費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門的な知

識及び技術を必要とするものを行うこと。 

ニ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報を収集

し、及び住民に対し提供すること。 

三 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。 

四 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。 

五 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 

２ 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 

二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行う

こと。 

三 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。 

四 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。 

五 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。 

六 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 

３ （略） 

４ （略） 

 

（消費生活センターの設置） 

第十条 

１ 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は

機関を設置しなければならない。 

一 消費生活相談員を第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。 

二 第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設

備を備えているものであること。 

三 その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基



準に適合するものであること。 

２ （略） 

３ （略） 

 

（消費生活センターの組織及び運営等） 

第十条の二 

１ 都道府県…（中略）…は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。 

一 消費生活センター（前条第一項…（中略）…の施設又は機関をいう。次項及び第四十七条第

二項において同じ。）の組織及び運営に関する事項 

二 第八条第一項各号…（中略）…に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する

事項 

三 その他内閣府令で定める事項 

２ 都道府県又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例を定めるに当たって

は、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で

定める基準を参酌するものとする。 

 

（指定消費生活相談員） 

第十条の四 

 都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、

かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の

中から、市町村が行う第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務の実施に関し、同条第一項第一

号に規定する助言、協力、情報の提供その他の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定する

よう努めなければならない。 


